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２０２５年１２月１8 日 

株式会社 山梨中央銀行 

 

「認定医療法人制度を活用した医業承継対策セミナー」を開催します 

 

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）は、「出資持分あり医療法人 1」の経営者や理事・

社員の皆さまを対象としたセミナーを開催します。 

持続的な地域医療を継続していく中で、医療機関においては、次世代への円滑な医業承継が課題

の一つとなっています。特に、出資持分がある医療法人においては、持分評価額の増大に伴う相続税や

贈与税等の税務負担、払戻請求による財務リスクの問題等を抱えています。 

本セミナーでは、円滑な医業承継を進めていく上で、その選択肢となる「認定医療法人制度」について、

制度概要や実際の活用事例等をお伝えします。 

当行では、本セミナーなどによる情報提供をはじめ、医療・介護分野への経営支援に積極的に取り組

んでまいります。 

 

＜本セミナーの概要＞（詳細は別添のリーフレットをご参照ください。） 

日  時 2026 年 2 月 7 日（土）14:00～16:00 

開催方式 ライブ配信（ZOOM） 

内  容 

【第１部】認定医療法人制度の概要と留意点 

      講師 厚生労働省 医療経営専門官 鈴木 崇之 氏 

【第 2 部】事例を交えた実務上のポイント 

      講師 税理士法人川原経営 医療法人担当部長 山川 光成 氏 

対 象 者 出資持分あり医療法人の経営者や関係者（理事・社員） 

参 加 費 無料 

定  員 定員なし 

個別相談会 希望者のみ（別日） 

後  援 一般社団法人山梨県医師会、一般社団法人山梨県歯科医師会 

お申込方法 

 

右記またはリーフレット記載の二次元コードから、 

お申し込みください。 

お申込期限 2026 年 2 月 2 日（月） 

 
以 上 

                                                   
1 「出資持分あり医療法人」…出資者に財産権が認められ、解散時に払い戻しを受けられる医療法人のこと。

なお、2007 年 4 月 1 日以降は出資持分あり医療法人の設立はできません。 
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